
特定施設整備基準、小規模購買施設等整備基準　　適用表

１ 用途面積が 1,000㎡以上の建築物に適用
２ 用途面積が 2,000㎡以上の建築物に適用
３ 用途面積が 3,000㎡以上の建築物に適用
５ 用途面積が 5,000㎡以上の建築物に適用
10 用途面積が10,000㎡以上の建築物に適用
Ａ 避難階以外の利用者の用に供する面積が1,000㎡
以上の建築物に適用

Ｂ 避難階以外の階に特別教室を設ける場合に適用
Ｃ １日の乗降客数5,000人以上の公共の交通機関の施設に適用
Ｄ 避難階以外に車いす仕様の駐車区画を設置する場合に適用
Ｅ ３階以上の階に住宅の専用部分を設ける場合に適用
Ｆ 100cm×110cm以上のエレベーターを設置する場合に適用
Ｇ 車いす用便房の設置を要する規模未満の建築物に適用
Ｈ 駐車台数30台以上の駐車場に適用
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郵便局等
劇場、映画館、演芸場及び観覧場

小規模購買施設等整備基準を適用する箇所

金融機関の営業所等
100㎡以上
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100㎡未満

遊技場

公会堂及び集会場(神社、寺院、教会等に設けられるものを含む)

● 特定施設整備基準を適用する箇所
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その他サービス業を営む店舗
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地下街等
路外駐車場等

建築物でその用途面積の合計が1,000㎡以上であるものの共用部分
上記に掲げる施設のうち異なる項に属するものが２以上存する
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医療施設
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100㎡未満
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100㎡以上

ホテル及び旅館 100㎡以上

公衆浴場

事務所及び工場
51室以上のもの
3,000㎡以上

100㎡未満
100㎡以上
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